
中
小
企
業
診
断
士

髙
村　

真
和

農
業
経
営
に
お
け
る
主
な
税
制
・

　
　

   

補
助
金
の
活
用
（
後
篇
）

今月の

コラム
c
o
l
u
m
n

c
o
l
u
m
n

〈
活
用
す
る
た
め
の
主
な
要
件
〉

・
非
上
場
の
中
小
企
業
で
あ
る
こ
と

（
農
業
法
人
の
場
合
は
資
本
金
３

億
円
以
下
ま
た
は
従
業
員
３
０
０

人
以
下
。
農
事
組
合
法
人
は
対

象
外
）。

・
資
産
保
有
会
社
等
（
資
産
に
占

め
る
賃
貸
用
不
動
産
や
有
価
証

券
の
割
合
が
70
％
以
上
、
ま
た
は

こ
れ
ら
か
ら
の
運
用
収
入
が
全
収

入
に
占
め
る
割
合
が
75
％
以
上
の

会
社
）で
は
な
い
こ
と
。

・
事
前
に
「
特
例
承
継
計
画
」
を
策

定
し
た
う
え
で
、
都
道
府
県
の
確

認
を
受
け
る
こ
と
（
２
０
１
８
年

度
か
ら
要
件
化
）。

し
た
。
さ
ら
に
、
５
年
間
は
雇
用
の

８
割
を
維
持
す
る
義
務
も
な
く
な

り
ま
し
た
。

な
お
、
特
例
内
容
は
18
年
度
か

ら
10
年
間
の
期
間
限
定
で
す
。

２
０
１
８
年
度
か
ら
事
業
承
継

税
制
が
大
幅
に
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。

中
小
企
業
経
営
者
が
株
式
を
後
継

者
に
引
き
継
ぐ
場
合
、
承
継
す
る

全
株
式
（
従
来
は
最
大
３
分
の
２
）

に
つ
い
て
贈
与
税
や
相
続
税
の
猶

予
・
免
除
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
非
上
場
の
中
小
企

業
で
あ
れ
ば
、
農
業
法
人
で
も
活

用
可
能
で
す
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
は
、
１
人
の
経

営
者
か
ら
１
人
の
後
継
者
へ
自
社

株
式
を
贈
与
・
相
続
す
る
場
合
の

み
が
相
続
税
・
贈
与
税
の
猶
予
・

免
除
の
対
象
で
し
た
が
、
18
年
度
か

ら
は
、
親
族
者
を
含
む
複
数
の
株

主
か
ら
、複
数
の
後
継
者（
最
大
３

人
）
へ
の
承
継
も
相
続
税
・
贈
与
税

の
猶
予
・
免
除
の
対
象
と
な
り
ま

　

人
材
確
保
を
図
り
た
い
方
は
活

用
可
能
な
支
援
と
し
て
、
次
の
メ

ニ
ュ
ー
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

農
業
経
営
の
支
援
措
置
の
転
換
点

Ｊ
Ａ
バ
ン
ク
三
重
で
は
円
滑
な
事

業
承
継
や
経
営
の
高
度
化
を
目
指

す
農
業
者
の
要
請
に
応
じ
、
専
門

的
な
知
識
や
経
験
を
有
す
る
専
門

家
派
遣
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

〈
概
要
〉

税
理
士
や
中
小
企
業
診
断
士
な

ど
の
専
門
家
か
ら
年
間
最
大
で
５

回
ま
で
無
料
で
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

〈
対
象
者
〉

三
重
県
内
に
お
い
て
農
業
を
営
む

方
お
よ
び
農
業
に
従
事
す
る
方
、

三
重
県
に
お
い
て
農
業
を
営
む
法

人
。

〈
支
援
内
容
〉

法
人
化
、相
続
・
事
業
承
継
、労

務
管
理
、６
次
産
業
化
、経
営
改
善

計
画
の
策
定
。

〈
実
施
期
間
〉

２
０
２
０
年
２
月
28
日
ま
で

今
後
の
農
業
経
営
は
、
徐
々
に

で
は
あ
り
ま
す
が
個
人
経
営
か
ら
法

人
経
営
に
シ
フ
ト
し
て
い
か
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
。
農
業
者
が
経
営
感
覚

を
身
に
付
け
る
た
め
、
近
年
の
中
小

企
業
施
策
で
主
流
と
な
っ
て
い
る
伴

走
型
の
支
援
措
置
（
専
門
家
派
遣
）

の
拡
充
を
図
る
必
要
が
高
ま
っ
て
い

ま
す
。
伴
走
型
と
は
、
単
な
る
診

断
や
指
導
で
は
な
く
、
経
営
者
と
一

緒
に
課
題
解
決
に
向
け
た
具
体
策

を
策
定
し
、
実
現
す
る
ま
で
一
緒
に

走
り
続
け
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

多
様
性
の
中
に
存
在
す
る
農
業

に
お
い
て
、
農
業
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
で
進
む
べ
き
方
向
性
を
検
討
し

た
う
え
で
、
各
種
の
支
援
措
置
を

無
理
の
な
い
範
囲
で
有
効
に
活
用
す

る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

「
農
業
経
営
に
使
え
る
税
制
・
融
資
・

補
助
金
に
つ
い
て
」（
2
0
1
9
年
度
版
）

（
中
小
企
業
庁
、農
林
水
産
省
）

Ｊ
Ａ
バ
ン
ク
三
重

専
門
家
派
遣
事
業

ま
と
め

参
考
資
料

3

農
の
雇
用
事
業

人
材
確
保
に
お
け
る

活
用
可
能
な
支
援
措
置

2
事
業
承
継

経
営
承
継
に
お
け
る

活
用
可
能
な
支
援
措
置

1

具
体
例
２

中
規
模
農
業
法
人
の
場
合

経
営
規
模
が
年
々
拡
大
し
て
お
り
、
現
在
の
人
員
で
は
対
応
し
き
れ

な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、 

息
子
が
後
継
者
と
し
て
就
農
予
定

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
機
に
労
務
管
理
体
制
を
見
直
し
た
い
。

専
門
家
と
し
て
社
会
保
険
労
務
士
を
派
遣
し
た
上
で
、以
下
を
実
施
。

①
労
働
保
険
・
社
会
保
険
の
適
用
に
つ
い
て
経
営
者
に
説
明
し
た
上
で
、

②
現
場
の
作
業
実
態
を
踏
ま
え
た
、
勤
務
時
間
・
休
憩
時
間
・
休

日
等
の
勤
務
条
件
に
つ
い
て
、
具
体
策
を
提
案
。

対　
　
応

経
営
課
題

具
体
例
１

主
穀
中
心
個
人
農
家
の
場
合

経
営
規
模
拡
大
に
伴
い
売
上
も
増
加
し
、農
業
所
得
も
向
上
し
て
い
る
。

年
齢
も
高
齢
と
な
り
、
後
継
者
の
息
子
へ
事
業
承
継
を
検
討
し
て
い

る
が
、
対
外
的
信
用
力
等
を
踏
ま
え
法
人
化
成
り
も
検
討
し
た
い
。

専
門
家
と
し
て
税
理
士
を
派
遣
し
た
上
で
、
以
下
を
実
施
。

①
確
定
申
告
書
の
所
得
や
資
産
の
状
況
か
ら
法
人
化
を
選
択
す
る
こ

と
が
節
税
等
に
つ
な
が
る
こ
と
を
提
案
（
法
人
化
・
事
業
承
継
に

つ
い
て
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
説
明
）

②
農
業
特
有
の
収
穫
基
準
に
お
け
る
決
算
仕
訳
等
を
説
明
し
、
株
式

会
社
立
ち
上
げ
に
向
け
定
款
等
の
規
定
類
作
成
を
実
施

代
表
者
を
後
継
者
と
し
た
農
業
法
人
を
設
立
。
設
立
に
伴
い
対
外

的
信
用
も
高
ま
り
、
さ
ら
な
る
規
模
拡
大
や
労
働
力
の
確
保
が
期

待
さ
れ
る
。

対　
　
応

経
営
課
題

具
体
的
な
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う

農業経営者（個人・法
人）が、新規就農者を
雇用する際、農業生産
技術や出荷・販売ノウ
ハウ習得のために実施
する研修に要する費用
として、年間最大１２０万
円、最長２年間助成。

農業経営者（個人・法
人）が、新規就農者を
雇用し、独立または経
営承継を伴う農業法人
設立に向けて実施する
研修に対して１～２年目
は年間１２０万円、３～４
年目は年間最大６０万
円、最長４年間助成。

農業経営者（個人・法
人）が、雇用者を次世
代経営者として育成す
るために、先進的な農
業法人・異業種の法人
へ派遣の上、実施する
研修に対して、月最大
１０万円、最長２年間を
助成。

・新規就農者を正社員として雇用しており、研修開
始時点で４カ月以上経過していること（新法人設
立支援タイプで経営承継する場合を除く）。

・労働保険・社会保険に加入し、就業規則を整備し
ていること（社会保険・就業規則については要件
にあてはまる場合のみ）。

・研修指導者（経営者）等が人材の育成・定着に関
するセミナーを受講すること。　

・農業の「働き方改革」の実行計画を作成し、従業
員と共有すること。　等

当該雇用者について、
研修終了後１年以内に
次のことを確約している
こと。

・法人の場合は、役員ま
たは部門責任者等の
経営の中核を担う役
職へ登用。

・個人の場合は、経営を
委譲するか、法人化し
たうえで役員へ登用。

新規就農者（研修生）を雇用後、各都道府県農業会議に応募申請する。
審査を経て、採択後、研修を開始。

要　件

必要な
手続き

内　容

雇用就農者育成
タイプ

新法人設立支援
タイプ

次世代経営者育成
タイプ

本税制を活用しない場合に課される贈与税
額（概算）
本税制を活用した場合（2017年度まで）に
課される贈与税額（概算）
本税制を活用した場合（2018年度から）に
課される贈与税額（概算）

約4,800万円

約1,800万円

0円

農業法人の経営者が、１人の後継者（子ども）への事業承継
にあたって１億円の価値を有する自社株（すべて）を贈与する
場合の納税額（試算）

例）

※相続時精算課税等、その他の税制特例の活用は考慮に入れずに試算

前
号
に
引
き
続
き
、
農
業
経
営
に
お
け
る
税
制

や
補
助
金
の
活
用
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

農
業
経
営
の
法
人
化
が
進
む
な
か
、
農
業
経
営

の
支
援
措
置
は
ハ
ー
ド（
建
物
、
機
械
、装
置
等
）か

ら
ソ
フ
ト（
組
織
、
人
材
、
保
険
、コ
ン
サ
ル
等
）へ
と

大
き
な
転
換
点
に
差
し
掛
か
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は「
事
業
承
継
」「
人
材
の
確
保
」「
Ｊ
Ａ
バ

ン
ク
三
重
専
門
家
派
遣
事
業
」（
ソ
フ
ト
面
）に
つ
い

て
取
り
上
げ
ま
す
。

前
の
事
業
者
が
承
継
後
も
、
法
人
経

営
に
携
わ
り
、
補
助
目
的
に
従
っ
て

施
設
・
機
械
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

要
件
で
す
の
で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

「
法
人
化
」す
る
こ
と
で

事
業
承
継
し
や
す
く
な
り
ま
す

Poi t!n

息
子
は
社
員
と
し
て
就
農
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

労
務
管
理
に
つ
い
て
一
歩
を
踏
み
出
し
た
こ
と
か
ら
、
今
後
、
就
業

規
則
の
制
定
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
予
定
と
な
っ
た
。


